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宮田地区地区計画の決定理由（宗像市決定） 

 
 
 本地区周辺の市街化区域内を含むエリアにおいては、近隣に日常的な買い物ができ

る施設がなく、日常生活を支えるサービスが不足している状況であり、住み慣れた地

域に住み続けられる環境を構築する観点から、生活利便機能を誘導することが求めら

れている。 

 第３次宗像市都市計画マスタープランでは、生活利便施設のきめ細かな配置を推進

しており、市街化区域の住民の生活利便性を向上させる身近な店舗、高齢化の進行に

対応する医療・福祉施設などの適正な立地を誘導している。 

こうした状況を踏まえ、本地区において周辺の低層住宅地との調和を前提とし、日

常的な買い物ができる生活利便施設及び医療・福祉施設を誘導するとともに、多様な

世代が安心して住み続けられる安全で快適な生活環境を構築するため、市街化区域編

入を見据えた市街化調整区域地区計画を定めるものである。 

 

 

法第 16条縦覧用 



福岡広域都市計画地区計画の決定(宗像市決定)  

都市計画宮田地区地区計画を次のように決定する。 

名   称 宮田地区地区計画 

位   置 宗像市宮田一丁目、自由ヶ丘七丁目及び曲の各一部 

面   積 約１．１ヘクタール 

地区計画の目標 

本地区は、既に医療・福祉施設が立地し、周辺住民に対して生活利便性

向上に寄与する区域である。 

第３次宗像市都市計画マスタープランでは、生活利便施設のきめ細かな

配置を推進している。コミュニティごとの特性に応じて、生活利便性を向

上させる公共施設や身近な店舗、高齢化の進行に対応する医療・福祉施設

などの立地を誘導し、住み続けられる生活環境の形成を目標とする。 

区 

域 

の 

整 

備
・ 

開 

発 

及 

び 

保 

全 

の 

方 

針 

土地利用の 

方針 

多様な世代が安心して住み続けられる安全で快適な生活環境を構築す

るため、隣接する低層住宅地との調和を図り、生活利便施設のきめ細かな

配置に資する土地利用の誘導を図る。 

建築物等の 

整備の方針 

土地利用の方針に基づき、建築物等の用途の制限等を定め、将来にわた

り住み続けられる生活環境の構築に資する建築物等を誘導することで、安

心安全な居住環境の形成・保全を図る。 
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「地区計画の区域及び地区整備計画の区域は計画図表示のとおり」 

 

地 

区 

整 

備 

計 

画 

地区 

区分 

名 称 医療・福祉施設地区 日常生活利便施設地区 

面 積 ０．８ヘクタール ０．３ヘクタール 

建
築
物
に
関
す
る
事
項 

建築物等の 

用途の制限 

次に掲げる建築物に限り建築するこ

とができる 

（１）幼保連携型認定こども園、幼

稚園でその用途に供する部分の床面

積の合計が１５００平方メートル以

内のもの 

（２）老人ホーム、保育所、福祉ホ

ームその他これらに類するものでそ

の用途に供する部分の床面積の合計

が１５００平方メートル以内のもの 

（３）診療所 

（４）老人福祉センター、児童厚生

施設その他これらに類するものでそ

の用途に供する部分の床面積の合計

が６００平方メートル以内のもの 

（５）前各号の建築物に附属するも

の（政令第１３０条の５で定めるも

のを除く。） 

次に掲げる建築物に限り建築するこ

とができる 

（１）店舗、飲食店その他これらに類

する用途に供するもののうち政令第

１３０条の５の２で定めるものでそ

の用途に供する部分の床面積の合計

が５００平方メートル以内のもの（３

階以上の部分をその用途に供するも

のを除く。） 

（２）前号の建築物に附属するもの

（政令第１３０条の５で定めるもの

を除く。） 

 建築物等の

高さの限度 
１０メートル 

備   考 

用語の意義及び算定方法については建築基準法及び政令の例による。地区

整備計画で定める制限の取扱いは、上記のほか別に条例で定めるものとす

る。 



福岡広域都市計画 地区計画について【宮田地区】 

 

１．背 景 

 本地区は JR赤間駅から南西約 1.2kmに位置した市街化区域に隣接する市街化調整区域である。本地区北側

及び東側は土地区画整理事業等により良好な低層住宅地が形成され、南側及び西側は農振農用地が広がって

いる。 

 また、宗像市都市計画マスタープランにおいて交通軸に位置付けられた都市計画道路土穴朝町線に沿いに

位置し、アクセスに優れたエリアである。 

 本地区内には既に認定こども園と診療所が立地し、周辺住民に対して生活利便性向上に寄与する区域とな

っている。しかし、近隣に日常的な買い物ができる施設がなく、日常生活を支えるサービスが不足している。 

第３次宗像市都市計画マスタープランでは、生活利便施設のきめ細かな配置を推進しており、住み慣れた地

域に住み続けられる環境を維持するため、コミュニティごとの特性に応じて、生活利便性を向上させる公共施

設や身近な店舗、高齢化の進行に対応する医療・福祉施設などの適正な立地を誘導している。多様な世代が安

心して住み続けられる安全で快適な生活環境を構築する観点から日常的な買い物ができる生活利便施設及び

医療・福祉施設を誘導することが求められている。 

上位計画、方針、基準との整合性等、当該地区計画の案を総合的に検討し、市街化区域編入を見据えた市街

化調整区域地区計画により地区の特性にふさわしい建築物の用途や立地規模等の誘導に向けた制限を定め、

「コンパクトで魅力的な地域がネットワークする生活交流都市」を目指す。 

 

 

参考図１ 地区計画区域周辺図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．目 的 

第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域に隣接しているため、周辺の低層住宅地との調和を

前提とし、都市計画マスタープラン及び立地適正化計画が示す方針を踏まえた生活利便性を向上させる身近

な店舗、高齢化の進行に対応する医療・福祉施設などの生活利便施設のきめ細かな配置を誘導することをもっ

て、将来にわたり持続可能な地域コミュニティの存続に資することを目的とする。 

 

 

３．位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種 類 福岡広域都市計画地区計画 

名 称 宮田地区地区計画 

位 置 宗像市宮田一丁目、 

自由ヶ丘七丁目及び曲の各一部 

面 積 約 1.1ｈａ 

農振農用地 

市街化区域 

第 2 種低層 

住居専用地域 

 第 1 種低層 

住居専用地域 

第 1 種低層 

住居専用地域 

 

第 1 種中高層

住居専用地域 

赤間駅 

約 1.2km 

都市計画道路土穴朝町線 

法第 16条縦覧用 



赤色部：日常生活利便施設地区 

コンビニ等、生活利便性を向上させる身近な店舗が

ある地区 

４．地区計画の内容 

（１）整備開発及び保全の方針 

土地利用の方針 

生活利便施設の立地を誘導し、多様な世代が安心して住み続けられる安全で快適な生活環境を構築するため、

地区を２つに区分し、それぞれ次のような土地利用を誘導する 

 

・医療・福祉施設地区：幼保連携型認定こども園、幼稚園、老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに

類するもの、診療所、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するものの立地を誘導する 

 

・日常生活利便施設地区：生活利便性を向上させる身近な店舗を誘導し、周辺の住環境に配慮し、店舗の床

面積は 500平方メートル以下とする 

 

建築物等の整備の方針 

土地利用の方針に基づき、建築物等の用途の制限、建築物等の高さの限度を定め、多様な世代が安心して住

み続けられる生活環境の構築を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地区整備計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．都市計画手続き 

令和７年１２月 原案の確定及び県下協議 

令和８年 ２月 市条例に基づく原案の縦覧 

令和８年 ４月 県知事事前協議 

令和８年 ５月 公告及び縦覧 

令和８年 ６月 都市計画審議会 

令和８年 ７月 県知事法定協議 

令和８年 ９月 都市計画決定告示 

 

 

地 

区 

整 

備 

計 

画 

地区 

区分 

名 称 医療・福祉施設地区 日常生活利便施設地区 

面 積 ０．８ヘクタール ０．３ヘクタール 

建
築
物
に
関
す
る
事
項 

建築物等の 

用途の制限 

次に掲げる建築物に限り建築するこ

とができる 

（１）幼保連携型認定こども園、幼

稚園でその用途に供する部分の床面

積の合計が１５００平方メートル以

内のもの 

（２）老人ホーム、保育所、福祉ホ

ームその他これらに類するものでそ

の用途に供する部分の床面積の合計

が１５００平方メートル以内のもの 

（３）診療所 

（４）老人福祉センター、児童厚生

施設その他これらに類するものでそ

の用途に供する部分の床面積の合計

が６００平方メートル以内のもの 

（５）前各号の建築物に附属するも

の（政令第１３０条の５で定めるも

のを除く。） 

次に掲げる建築物に限り建築するこ

とができる 

（１）店舗、飲食店その他これらに類

する用途に供するもののうち政令第

１３０条の５の２で定めるものでそ

の用途に供する部分の床面積の合計

が５００平方メートル以内のもの（３

階以上の部分をその用途に供するも

のを除く。） 

（２）前号の建築物に附属するもの

（政令第１３０条の５で定めるもの

を除く。） 

建築物等の

高さの限度 
１０メートル 

備   考 

用語の意義及び算定方法については建築基準法及び政令の例による。地区

整備計画で定める制限の取扱いは、上記のほか別に条例で定めるものとす

る。 

青色部：医療・福祉施設地区 

認定こども園、診療所を中心に福祉機能や医療機能

がある地区 

宮田地区地区計画 ※住居系不可 



この図面は総括図（縮尺1/20,000）を一部加工したものです。

法第16条縦覧



この図面は総括図（縮尺1/20,000）を一部加工したものです。

法第16条縦覧



福岡広域都市計画

地区計画の決定

宮田地区地区計画

計 画 図

凡例
地区計画区域

60m

1:1,500
300

地区区分界
医療・福祉施設地区
日常生活利便施設地区
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地区計画の決定

宮田地区地区計画

境 界 図

凡例
地区計画区域

60m

1:1,500
300

地区区分界
医療・福祉施設地区
日常生活利便施設地区

法第16条縦覧



福岡広域都市計画

地区計画の決定

宮田地区地区計画

地 番 図

724

725

722-1

717-1

617-1

616

619-2

720-3

618

619-8

720-1

13-3

619-1
619-7

615

13-9

559-27

729

723

716

715

714-1

719

670-1

737

878-88

613-2

611-3

613-5

878-89
1689-15

1689-14

2141

613-1

613-6

612

10-21

1689-9

102-4

594-4

551
550

667-2
545-2

545
671-1

691-4

549-2

554

668-1

691-1

682-2

668-3

671-2

555

549-1

670-2
2135

548

672-15

700-6

564

2451

687-1

559-16

687-6
563-2718

563-1

691-2

700-5

687-5

621

565

574-4
687-4

N

560-3

559-28 559-26

2140

714-3

19-28559-39

562

559-25559-29

574-1

691-3

2136

690-2

573-3

700-10

559-24

717-2
559-35

557

722-2

690-1

722-3

19-29
559-34

559-8
559-23

692-1

559-40

573-2

559-22

559-7

2137

559-36

559-13

559-14

619-3

692-2

689-3

19-9
619-9 559-33

559-4

559-37

559-5

559-15

571

13-6

559-6

573-1

13-8

566

559-10

754-2

559-32
570

2463

2138

559-11

721

559-2

731-1

559-38

559-31
559-5

559-12

559-21

689-2
730

731-5 559-17732
559-20

13-7
559-18

559-1

559-19
13-2

572

689-3

689-1

726

731-4
700-2

743-3 13-1

13-4

13-5
13-10

727

728

14-8

569

2144

11-8734-3

11-17
11-7

14-1

14-11

733

617-2

12-6 12-5700-1

743-1

11-9
11-15

14-2
741

742

594-2

14-9

743-2 17-14

736-1

734-1

14-10

17-13

11-10 11-6
12-7 12-4

700-4

740
613-3

745-1
735

739-1
2143-3

736-2

897-5

688-2

897-2897-4

736-3

688-1

11-11 11-5

700-3

738-2

594-3744

12-8 12-3
17-1

836-2

837

878-82

613-4

102-12

594-1

897-3
896-4896-10

838-2

838-1

896-8

18

11-12

2143-2

896-6896-7 896-5 896-9

878-81 878-117878-84
878-86

839-2

840

839-1

14-7
11-4

12-1 12-2

14-3

14-4
14-5

14-6

842-41842-2

842-6
842-7

11-13

842-9

2143-4878-77878-78 878-79 878-80 878-83 878-85

878-87

842-4

16-16

878-76 878-752143-5
11-16

842-10 2141-6

842-3

10-11

2143-6
11-14

11-3

10-20 10-19 10-18
10-12

10-17 10-16 10-15 10-14 10-13

2453

16-1

878-58 878-59 878-62 878-64 878-66 878-68 878-70 878-72

878-74

614

100-8

842-22

10-10
878-30842-14

842-13

200-3 11-1 11-2

100-7

10-9
10-22 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-23

878-57 878-60 878-61 878-63 878-65 878-67 878-69 878-71 878-73

878-29

842-12

878-28
842-17

842-11
2141-4 1689-1

1689-6

1689-10

842-1

1689-8

9-27

6-9 6-8 9-15
2143-8 878-27

9-28

878-49878-105 878-39 9-24 9-23 9-22

9-26

9-21 9-20 9-19 9-18 9-17 9-16
878-52

878-92
878-50878-112878-107

1689-16878-55 878-31689-13878-45 878-113878-56

6-10 6-7878-103

878-47
9-30

878-104
9-29

878-48

878-46

9-11
9-10

878-106 9-1 9-2 9-3
9-25

9-4 9-5 9-6 9-7

903-29

9-8 9-9878-51

903-17 6-11

878-5

6-6878-102
878-53 1689-12

878-101
878-54 1689-7

878-108

1689-4

1689-5

878-44

1689-11

903-16

903-18
903-19

903-23

903-24
903-20

878-4

878-37

1689-2
903-25

878-100 6-12903-26 6-5878-99

878-97

878-1

200-2

101

凡例
地区計画区域

60m

1:1,500
300

地区区分界
医療・福祉施設地区
日常生活利便施設地区

法第16条縦覧


